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火薬類取締法施行規則の一部改正と火薬類取締法施行規則機能性基準の運用について 

【 概要 】 

（１）火薬類取締法施行規則の一部を改正する省令（令和８年経済産業省令第５５号） 

① 軽微な変更の工事の追加（施行規則第８条及び第１４条関係） 

  これまで、製造施設又は設備において認められている「軽微な変更の工事」のうち火薬 

 庫では認められていないもの、逆に、火薬庫において認められている「軽微な変更の工 

事」のうち製造施設又は設備では認められていないもの、工室等の外又は火薬庫の外の設 

備の変更の工事であって、下記、ア）及びイ）の条件を満足することが確認できるものを 

「軽微な変更の工事」として追加すべく、改正を行う。 

ア） 技術基準の要求事項が明確又は設備の構造が単純であるため、事前確認を受けなくて 

もその機能又は性能が基本的に維持可能な工事 

イ） 客観的にみて災害発生の原因とはなりにくい変更の工事であるため、工事後に書面を 

確認することで保安上支障のない工事 

② 保安検査の基準日の見直し（施行規則第４２条、第４４条の２及び第４４条の３関係） 

 従前の規定では、保安検査を受けるタイミング次第で検査時期が徐々に前倒しとなって 

しまう可能性があることから、前回の保安検査の日から１年（土堤等は３年）を経過した 

日（以下「基準日」とする。）の前後１か月以内に保安検査を受け、又は自ら行う場合には 

基準日において当該検査を受けたものとみなすとともに、受検申請の時期等もあわせて改 

正を行う。 

③ 電気発破の点検回路の試験実施基準の明確化（施行規則第５４条関係） 

 電気発破における点検回路の導通試験又は抵抗試験の実施の基準に関し、退避の必要が 

ない電流を明示すべく、改正を行う。 

④学校教育法の一部改正に伴う受験者区分の見直し（施行規則第７５条関係） 

 学校教育法の一部を改正する法律（令和６年法律第５０号）の施行に伴い、火薬類製造 

保安責任者試験を受けようとする者の受験者区分において、同法の専門課程を引用してい 

る規定について改正を行う。 

   なお、現在、「専門課程」に在籍している者については、卒業時において「専門課程」を 

卒業したものとみなされることから、当該者の受験者区分を適切に担保するべく、同法の 

施行日より前に入学した者についてはなお従前の例によることとする経過措置を設けるこ 

ととする。 

（２）火薬類取締法施行規則の機能性基準の運用について（２０２６０５０７保局第４号） 

① 軽微な変更の工事の追加に伴う見直し 

 製造施設及び設備並びに火薬庫における軽微な変更の工事の追加に合わせ、製造及び貯 

蔵に係る例示基準の見直しを行う。 

② 技術基準に係る措置等の明確化 

 施行規則に定める技術基準に係る措置等を明確化するため、製造、貯蔵、消費、廃棄及 

びその他の例示基準における必要な文言の修正や修辞上の修正を行う。 

 


